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  (3) 環境関連法令 

   1) 大気汚染 

   ① 環境基準 

環境基本法*（平成５年、法律第 91 号）に基づき、大気汚染に係る環境基準が定められ

ている。大気汚染に係る環境基準は表 2-2-27 に示すとおりである。 
 

表 2-2-27 大気汚染に係る環境基準 

物質名 環境上の条件 評価方法 

二酸化硫黄 １時間値の1日平均値が0.04ppm以下であ

り、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下である

こと。 

短期的評価 

測定を行った日又は時

間について、測定結果

を環境基準にてらして

評価する。なお、1時間

値の欠測が 1 日のうち

4 時間を超える場合に

は、1日平均値について

評価の対象としない。

長期的評価 

1 日平均値について、高い

方から 2%の範囲内にある

ものを除外して評価する。

ただし、1日平均値につき

環境基準を超える日が 2

日以上連続した場合には、

このような取扱いは行わ

ないこととして、その評価

を行うものとする。 

一酸化炭素 1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であ

り、かつ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm

以下であること。 
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m３以下で

あり、かつ、1時間値が0.20mg/m３以下で

あること。 

二酸化窒素 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下で

あること。 

年間における二酸化窒素の 1日平均値のうち、低い

方から 98%に相当するもの（以下「1日平均値の年間

98%値」という。）が 0.06ppm以下の場合は環境基準

が達成され、1日平均値の年間 98%値が 0.06ppmを超

える場合には環境基準が達成されていないものと評

価する。 

なお、年間における二酸化窒素の測定時間が 6,000

時間に満たない測定局については、環境基準による

大気汚染の評価の対象とはしない。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm以下であること。  

微小粒子状物質
*
 1 年平均値が 15μg/m３以下であり、かつ、

1日平均値が 35μg/m３以下であること。

長期基準と短期基準の両者について、長期的評価を

行う。長期基準に関する評価は、測定結果の１年平

均値を長期基準（１年平均値）と比較する。短期基

準に関する評価は、測定結果の１日平均値のうち年

間 98％値を代表値として選択して、これを短期基準

（１日平均値）と比較する。 

なお、長期基準に関する評価と短期基準に関する評

価を各々行った上で、両方を満足した局について、

環境基準が達成されたと判断する。 

ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m３以下であること。 原則として月1回以上の頻度で連続 24時間のサンプ

リングを実施し、その 1年平均で評価する。 トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m３以下であること。

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m３以下であること。

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m３以下であること。

備考 １：浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒子が10μm以下のものをいう。 

２：光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される 

酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

   ３：微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒子が2.5μmの粒子を50％割合で分離できる分粒

装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

   ４：環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されない。

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年、環境庁告示第25号） 

   「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年、環境省告示第33号） 
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   ② 大気汚染防止法 

大気汚染防止法（昭和 43 年、法律第 97号）では、工場及び事業所における事業活動に

伴って発生するばい煙＊の排出等を規制し、並びに自動車排ガスに係る許容限度を定めてい

る。新潟県生活環境の保全等に関する条例（昭和 46 年、条例第 51号）では、ばい煙や粉

じん＊に係る特定施設が定められ、特定施設において発生するばい煙の排出基準＊と粉じん

に係る特定施設の構造等に関する基準が設定されている。 

また、ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素については、大気汚染防止法に基づく排出

基準を定める条例（昭和 46 年、条例第 52号）により、適用区域を新潟市や上越市（一部

の適用施設については村上市も含む）に限定して、適用施設と上乗せ基準＊が定められてい

る。 

大気汚染の原因となるばい煙や粉じんを排出する施設について、大気汚染防止法及び新

潟県生活環境の保全等に関する条例に基づく発生源規制の概要を表 2-2-28 に示す。 

 

表 2-2-28 大気汚染に係る発生源規制の概要 

 対象施設 施設の種類 規制物質及び基準 

大
気
汚
染
防
止
法
に
よ
る
規
制
 

ば い 煙 

発生施設 

ボイラー、ガス発生炉及び加熱炉、溶鉱炉、

乾燥炉、廃棄物＊焼却炉、コークス炉、ガスタ

ービン、ディーゼル、ガス、ガソリン機関等

で一定規模以上のもの(32 項目) 

硫黄酸化物＊：量規制 

            ｋ値規制＊ 

            総量規制 

ばいじん：濃度規制 

窒素酸化物＊：総量規制 

特定有害物質：量規制 

ｋ値規制 

粉 じ ん 

発生施設 

一般粉じん発生施設：コークス炉、堆積場、

ベルトコンベア等で一定規模以上のもの(５

項目) 

特定粉じん発生施設：解綿用機械、混合機等、

石綿を含有する製品製造の用に供する施設で

一定規模以上のもの(９項目) 

一般粉じん：構造、 

      使用、 

            管理基準 

特定粉じん：規制基準＊ 

(濃度規制、敷地境界) 

自 動 車 

排出ガス 

普通自動車、小型自動車及び軽自動車 排出ガス量の許容限度 

(保安基準で考慮) 

新
潟

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に
関
す
る
条
例
 

ば い 煙 

発生施設 

金属珪素製造の用に供する電気炉のうち一定

規模以上のもの 

ばいじんの許容限度 

石膏の製造の用に供する焼却炉、加熱炉及び

乾燥炉で一定規模以上のもの 

ふっ素、ふっ化水素及びふ

っ化けい素の許容限度 

瓦の製造の用に供する焼却炉で一定規模以上

のもの 

ふっ素、ふっ化水素及びふ

っ化けい素の許容限度 

粉 じ ん 

発生施設 

ほうろう製品製造の用に供する塗装吹き付け

施設(カドミウムを含有する塗料を使用する

ものに限る) 

構造等に関する基準 

出典：「大気汚染防止法」（昭和 43 年、法律第 97 号） 

   「新潟県生活環境の保全等に関する条例」（昭和 46 年、条例第 51 号） 
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また、ダイオキシン類の大気汚染に係る排出基準については、平成 11年 7月に公布され

たダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年、法律第 105号）に基づき、ダイオキシン類

を排出する施設の種類ごとの排出口における基準が表 2-2-29 のとおり定められている。 

 

表 2-2-29 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準 

大気基準適用施設 新設施設基準 
既設施設基準 

（H14.12～） 

廃棄物焼却炉 

（火床面積 0.5 ㎡以上又は 

焼却能力 50kg/h以上） 

4 t/h以上 0.1ng-TEQ/m３N 1ng-TEQ/m３N 

2 ～ 4 t/h 1ng-TEQ/m３N 5ng-TEQ/m３N 

2 t/h 未満 5ng-TEQ/m３N 10ng-TEQ/m３N 

鉄鋼業焼結炉 0.1ng-TEQ/m３N 1ng-TEQ/m３N 

製鋼用電気炉 0.5ng-TEQ/m３N 5ng-TEQ/m３N 

亜鉛回収施設 1ng-TEQ/m３N 10ng-TEQ/m３N 

アルミニウム合金製造施設 1ng-TEQ/m３N 5ng-TEQ/m３N 

注）廃棄物焼却炉については排ガス中の酸素濃度12％、鉄鋼業焼結炉については排ガス中の 

  酸素濃度15％として補正を行うものとする。 

出典：「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」（平成11年、総理府令第67条） 
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   2) 水質汚濁 

   ① 環境基準 

環境基本法（平成５年、法律第 91号）に基づき公共用水域における水質汚濁に係る環境

上の条件について、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持することが望まし

い基準として、水質汚濁に係る環境基準＊が定められている。このうち、人の健康の保護に

関する環境基準＊は表 2-2-30 に示すとおりであり、全ての公共用水域について一律に定め

られている。また、生活環境の保全に関する環境基準＊は表 2-2-31 に示すとおりであり、

水域ごとに利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われている。 

対象事業実施区域周辺における水質汚濁に係る環境基準の類型指定＊状況を図 2-2-15

に示す。保倉川はＡ類型またはＢ類型に、飯田川はＢ類型に指定されている。 

 

表 2-2-30 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 

カ ド ミ ウ ム  0.003  ㎎/ℓ 以下 1,1,1-トリクロロエタン 1    ㎎/ℓ 以下 

全 シ ア ン 検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン 0.006  ㎎/ℓ 以下 

鉛 0.01  ㎎/ℓ 以下 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.03   ㎎/ℓ 以下 

六 価 ク ロ ム  0.05  ㎎/ℓ 以下 テトラクロロエチレン 0.01   ㎎/ℓ 以下 

砒 素 0.01   ㎎/ℓ 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002  ㎎/ℓ 以下 

総 水 銀 0.0005 ㎎/ℓ 以下 チ ウ ラ ム 0.006  ㎎/ℓ 以下 

ア ル キ ル 水 銀  検出されないこと シ マ ジ ン 0.003  ㎎/ℓ 以下 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02   ㎎/ℓ 以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02   ㎎/ℓ 以下 ベ ン ゼ ン 0.01   ㎎/ℓ 以下 

四 塩 化 炭 素  0.002  ㎎/ℓ 以下 セ レ ン 0.01   ㎎/ℓ 以下 

1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ タ ン  0.004  ㎎/ℓ 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10     ㎎/ℓ 以下 

1,1-ジクロロエチレン  0.1    ㎎/ℓ 以下 ふ っ 素 0.8    ㎎/ℓ 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04   ㎎/ℓ 以下 ほ う 素 1      ㎎/ℓ 以下 

  1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05   ㎎/ℓ 以下 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の項（省略）に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。  

４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3又は 43.2.5 により測定された硝酸イオ

ンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係

数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年、環境庁告示第 59 号） 
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表 2-2-31(1) 生活環境の保全に関する環境基準〔河川（湖沼を除く。）〕 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基    準    値 

水素イオン

濃  度*

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量*

(ＢＯＤ) 

浮遊物質量*

(ＳＳ) 

溶存酸素量* 

(ＤＯ) 
大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級、自然環境保全及

びＡ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１㎎/ℓ 

以下 

25㎎/ℓ 

以下 

7.5㎎/ℓ 

以上 

50MPN/100mℓ 

以下 

Ａ 

水道２級、水産１級、水浴、

及びＢ以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

２㎎/ℓ 

以下 

25㎎/ℓ 

以下 

7.5㎎/ℓ 

以上 

1,000MPN/100mℓ

以下 

Ｂ 
水道３級、水産２級、及び

Ｃ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３㎎/ℓ 

以下 

25㎎/ℓ 

以下 

５㎎/ℓ 

以上 

5,000MPN/100mℓ

以下 

Ｃ 
水産３級、工業用水１級及

びＤ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５㎎/ℓ 

以下 

50㎎/ℓ 

以下 

５㎎/ℓ 

以上 
－ 

Ｄ 
工業用水２級、農業用水及

びＥの欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８㎎/ℓ 

以下 

100㎎/ℓ 

以下 

２㎎/ℓ 

以上 
－ 

Ｅ 工業用水３級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

10㎎/ℓ 

以下 

ごみ等の浮

遊物が認め

られないこ

と。 

２㎎/ℓ 

以上 
－ 

備 考 １ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

    ２ 農業用利水点については、ｐＨ6.0 以上 7.5 以下、ＤＯ 5㎎/ℓ以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全  

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  

水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用  

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用  

水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用  

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  

工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  

工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの  

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年、環境庁告示第 59 号） 
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表 2-2-31(2) 生活環境の保全に関する環境基準〔河川（湖沼を除く。）〕 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

該当水域
全亜鉛* ノニルフェノール*

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸及

びその塩* 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低

温域を好む水生生物及びこれ

らの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg／L 以下 0.03mg/L 以下 

第１の 2の

(2)により

水域類型ご

とに指定す

る水域 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａ

の欄に掲げる水生生物の産卵

場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な

水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg／L 以下 0.02mg/L 以下 

生物Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を

好む水生生物及びこれらの餌

生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg／L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のう

ち、生物Ｂの欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は

幼稚仔の生育場として特に保

全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg／L 以下  0.04mg/L 以下 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年、環境庁告示第 59 号） 
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図 2-2-15 河川の環境基準の類型指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年）

図 2-2-15 河川の環境基準の類型指定状況

出典：「公共用水域及び地下水の観測結果」（新潟県、平成 25年） 
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また、地下水の水質汚濁に係る環境上の条件として、環境基本法（平成5年、法律第91

号）に基づき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、地下水の水質

汚濁に係る環境基準が定められている。地下水の水質汚濁に係る環境基準を表 2-2-32に示

す。 

 

表 2-2-32 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 

カ ド ミ ウ ム  0.003  ㎎/ℓ 以下 1,1,1-トリクロロエタン 1      ㎎/ℓ 以下

全 シ ア ン 検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン 0.006  ㎎/ℓ 以下

鉛 0.01   ㎎/ℓ 以下 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.03   ㎎/ℓ 以下

六 価 ク ロ ム  0.05   ㎎/ℓ 以下 テトラクロロエチレン 0.01   ㎎/ℓ 以下

砒 素 0.01   ㎎/ℓ 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002  ㎎/ℓ 以下

総 水 銀 0.0005 ㎎/ℓ 以下 チ ウ ラ ム 0.006  ㎎/ℓ 以下

ア ル キ ル 水 銀  検出されないこと シ マ ジ ン 0.003  ㎎/ℓ 以下

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02   ㎎/ℓ 以下

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02   ㎎/ℓ 以下 ベ ン ゼ ン 0.01   ㎎/ℓ 以下

四 塩 化 炭 素 0.002  ㎎/ℓ 以下 セ レ ン 0.01   ㎎/ℓ 以下

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 0.002  ㎎/ℓ 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10     ㎎/ℓ 以下

1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004  ㎎/ℓ 以下 ふ っ 素 0.8    ㎎/ℓ 以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1    ㎎/ℓ 以下 ほ う 素 1      ㎎/ℓ 以下

1,2-ジクロロエチレン 0.04   ㎎/ℓ 以下 1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05   ㎎/ℓ 以下

備考  

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄（省略）に掲げる方法により測定した場合において、その結

果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝

酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

４ 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と

規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年、環境庁告示第10号） 

 

   ② 水質汚濁防止法 

公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法（昭和 45 年、法律 138 号）に基づ

き特定施設を有する事業場（特定事業場＊）について有害物質の排水基準＊が定められてい

る。さらに、1日当たりの平均的な排出水の量が 50㎥以上の工場又は事業場について水素

イオン濃度等の項目の排水基準が定められている。排水に係る規制基準を表 2-2-33 に示

す。 

「新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」（昭和 46 年、条例 46号）に

より、新潟県の区域に属する公共用水域に排出される排出水の汚染状態について、ＢＯＤ、

ＣＯＤ、ＳＳ、クロム等の上乗せ排水基準＊及び排水基準の適用区域が定められている。関

川水系関川及びこれに接続する公共用水域(関川水系渋江川及びこれに流入する公共用水

域を除き、内水面に限る。)については、ＢＯＤ、ＳＳ、フェノール類、銅、クロムについ

て許容限度が定められている。上乗せ排水基準の概要を表 2-2-34 に示す。 
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表 2-2-33(1) 排水に係る規制基準（有害物質） 

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物 

シアン化合物 

有機燐化合物 

(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びＥＰＮに限る）

鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 

砒素及びその化合物 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 

アルキル水銀化合物 

ポリ塩化ビフェニル 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

 

 

ふっ素及びその化合物 

 

 

アンモニア、アンモニウム化合物、 

 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

1,4-ジオキサン 

0.1   ㎎/ℓ 

1     ㎎/ℓ 

1     ㎎/ℓ 

 

0.1   ㎎/ℓ 

0.5   ㎎/ℓ 

0.1   ㎎/ℓ 

0.005 ㎎/ℓ 

検出されないこと 

0.003 ㎎/ℓ 

0.3   ㎎/ℓ 

0.1   ㎎/ℓ 

0.2   ㎎/ℓ 

0.02  ㎎/ℓ 

0.04  ㎎/ℓ 

1     ㎎/ℓ 

0.4   ㎎/ℓ 

3     ㎎/ℓ 

0.06  ㎎/ℓ 

0.02  ㎎/ℓ 

0.06  ㎎/ℓ 

0.03  ㎎/ℓ 

0.2   ㎎/ℓ 

0.1   ㎎/ℓ 

0.1   ㎎/ℓ 

海域以外の公共用水域に排出されるもの 

               10 ㎎/ℓ 

海域に排出されるもの    230 ㎎/ℓ 

海域以外の公共用水域に排出されるもの  

                8 ㎎/ℓ 

海域に排出されるもの     15 ㎎/ℓ 

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び

硝酸性窒素の合計量        100 ㎎/ℓ  

0.5   ㎎/ℓ 

備考１「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を

検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

  ２ 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現に湧出している温泉（温泉法

（昭和23年法律第125号）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する

事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
出典：「排水基準を定める省令」（昭和 46 年、総理府令第35 号） 
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表 2-2-33(2) 排水に係る規制基準（水素イオン濃度等の項目）  

項目 許容限度 

水素イオン濃度（水素指数） 

海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8～8.6 

海域に排出されるもの 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量 160 ㎎/ℓ（日間平均 120 ㎎/ℓ） 

化学的酸素要求量*
 160 ㎎/ℓ（日間平均 120 ㎎/ℓ） 

浮遊物質量 200 ㎎/ℓ（日間平均 150 ㎎/ℓ） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（鉱油類含有量） 

  5 ㎎/ℓ                    

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（動植物油脂類含有量） 

  30 ㎎/ℓ                       

フェノール類含有量   5 ㎎/ℓ                    

銅含有量   3 ㎎/ℓ                    

亜鉛含有量    2 ㎎/ℓ                    

溶解性鉄含有量   10 ㎎/ℓ                     

溶解性マンガン含有量   10 ㎎/ℓ                     

クロム含有量     2 ㎎/ℓ                    

大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3         

窒素含有量 120 ㎎/ℓ（日間平均 60 ㎎/ℓ） 

燐含有量  16 ㎎/ℓ（日間平均  8 ㎎/ℓ） 

備考１ 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

  ２ この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排

出水について適用する。 

  ３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘

採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

  ４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に

ついての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正

する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当

分の間、適用しない。 

  ５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限

って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用す

る。 

  ６ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある

湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖

沼であって水の塩素イオン含有量が9,000mg/ℓを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める

海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

  ７ 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼

として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環

境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
出典：「排水基準を定める省令」（昭和46年、総理府令第35号） 
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表 2-2-34 新潟県条例による関川水域の上乗せ排水基準（許容限度）の概要 

単位：㎎/ℓ  

項目及び許容限度
区分 ＢＯＤ ＳＳ 

フェノール類
含  有  量 

銅含有量 

公共下水道処理区
域に所在する工場
又は事業場 

別表第1第1号、第19号(染色整理業に係
る施設を除く。)、第21号から第63号ま
で、第64号から第66号の2まで、第68
号、第69号の2から第71号の2まで、第
71号の5又は第71号の6の施設を設置す
るもの 

25 
(20) 

50 
(40) 

1 2 

別表第1第1号の2、第63号の3、第68号
の2、第71号の3、第71号の4、第72号又
は第73号の施設を設置するもの 

25 
(20) 

90 
(70) 

1 2 

別表第1第2号から第18号の3まで、第19
号(染色整理業に係る施設に限る。)、
第20号、第63号の2又は第66号の3から
第67号までの施設を設置するもの 

25 
(20) 

80 
(60) 

1 2 

別表第1第69号の施設を設置するもの 25 
(20) 

60 
(50) 

1 2 

別表第1第74号の施設を設置するもの 当該工場又は事業場で処理を行う汚水を排出する工場又は事業
場の区分に応じ、この表を適用することとした場合において適
用されることとなる許容限度とする。この場合において、当該
汚水を排出する工場又は事業場に異なる許容限度が適用される
こととなるときは、それらの許容限度のうち最小の許容限度と
する。 

公共下水道処理区
域外に所在する工
場又は事業場 

別表第1第1号、第19号(染色整理業に係
る施設を除く。)、第21号から第63号ま
で、第64号から第66号の2まで、第68
号、第69号の2から第71号の2まで、第
71号の5又は第71号の6の施設を設置す
るもの 

40 
(30) 

50 
(40) 

1 2 

別表第1第1号の2の施設を設置するも
の 

100
(80) 

100
(80) 

1 2 

別表第1第2号から第18号の3まで又は
第63号の2の施設を設置するもの 

80 
(60) 

80 
(60) 

1 2 

別表第1第19号(染色整理業に係る施設
に限る。)又は第20号の施設を設置する
もの 

100 
(80) 

80 
(60) 

1 2 

別表第1第63号の3、第68号の2、第71
号の3又は第71号の4の施設を設置する
もの 

80 
(60) 

100 
(80) 

1 2 

別表第1第66号の3から第67号までの施
設を設置するもの 

90
(70) 

80
(60) 

1 2 

別表第1第69号の施設を設置するもの 60
(50) 

60
(50) 

1 2 

別表第1第72号の施設(し尿浄化槽に限
る。)を設置するもの 

40
(30) 

90
(70) 

1 2 

別表第1第72号の施設(し尿浄化槽を除
く。)を設置するもの 

30
(20) 

90
(70) 

1 2 

別表第1第73号の施設を設置するもの 25
(20) 

90
(70) 

1 2 

別表第1第74号の施設を設置するもの 当該工場又は事業場で処理を行う汚水を排出する工場又は事業
場の区分に応じ、この表を適用することとした場合において適
用されることとなる許容限度とする。この場合において、当該
汚水を排出する工場又は事業場に異なる許容限度が適用される
こととなるときは、それらの許容限度のうち最小の許容限度と
する。 

注）( )内は「日間平均」による許容限度であり、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

出典：「新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」(昭和 46 年、条例第 46 号)より作成 


